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東 北 地方 太平 洋沖 地震 に 伴う 国民 健康 保険 の 保険 料の 減免 に関 す る基 準  

 

１  趣旨  

こ の 基準 は 、神 戸市国 民 健康 保 険条 例施行 規 則（ 昭 和 35年 12月 規 則第 75号。

以 下 「 施 行 規 則 」 と い う 。） 第 13条 の ２ の 規 定 に 基 づ き 東 北 地 方 太 平 洋 沖 地 震

に 伴 う国 民健 康保 険の 保 険料 の減 免に 関す る 規則 (平成 26年８ 月 規則 第 8号 。以

下 「 震 災 減 免 規 則 」 と い う 。 )第 １ 条 に 該 当 す る 者 の 属 す る 世 帯 の 減免 額 の算

定基準、減免期間、その他の必要な事項を 定め るも の とす る 。  

 

２  減免額の算定及び減免期間  

  震災 減免 規則 第１ 条 に該 当す る者 の属 す る世 帯 は 、平 成 26年 ４月 分か ら令 和

９ 年 ３月 分ま での 保険 料 （賦 課さ れて いる 期 間に かか る所 得割 、 均等 割、 平等

割 の すべ ての 区分 ）に 相 当す る額 を、 免除 す る。 ただ し、 住所 地 が平 成 29年４

月 以 前に 避難 指示 区域 等 の指 定が 解除 され た 地域 であ った 世帯 に つい ては 、別



 

表 に 掲げ る地 域ご とに 定 める 減免 期間 及び 減 免割 合に 応じ て、 減 免を 適用 する 。 

 

３  添付資料の特例  

震 災 減免 規則 第１ 条各 号 の認 定は 、納 付義 務 者か ら 以 下の 証明 書 等の 提出 ま

た は 提 示 を 受 け て 行 う 。 ただし、当該 証明書により認 定 することができ な い

やむを得ない理由があると 市長が認める場合は、書面による申し立てにより

認定することができる。  

①  罹 災 証明 書等 の 震 災減 免 規則 第１ 条各 号に 該 当す る事 実を 確認 で きる 書類  

 

４  震災減免適用者の特例  

 震 災 減 免 規 則 及 び 本 基 準 に 基 づ き 国 民 健 康 保 険 料 の 減 免 を 適 用 し た 者 に つ

い て は 、神 戸市 国民健 康 保険 条例（昭和 35年 10月条例第 24号）第 23条 第３ 項 の

規 定 に基 づき 、翌 年度 の 保険 料に つい ても 職 権に より 震災 減免 規 則及 び本 基準

に 基 づき 減免 を行 う。 た だし 、別 表に 掲げ る 地域 に該 当す る世 帯 で、 保険 料の

半 額 免除 が適 用さ れて い れば 、こ の限 りで は ない 。  

 

５  他の減免との適用関係等  

⑴  震災 減免 規則 第１ 条 に該 当す る者 の属 す る世 帯が 、同 一の 事 由に より 施行

規 則 第 13条第 ２号 に も 該 当す る場 合は 、震 災 減免 規則 第１ 条に 基 づく 減免 を

適 用 する 。  

⑵  東北 地方 太平 洋沖 地 震の 被災 者に 対す る 特例 とし て、 一部 負 担金 を免 除さ

れ て いる こと は 、施行 規 則第 13条 第４ 号の「 条例第 7条に規定する一部負担

金の減免を受けた場合」には該当しないものとする。  

（ 別 表）  

住 所 地を 有し てい た地 域 （福 島県 内）  減 免 期間  減 免 割合  

【 平 成 26年ま でに 避難 指 示区 域等 の指 定

が 解 除さ れた 地域 】  

・広野 町、楢 葉町 の一 部、南相 馬市 の 一部

（ 旧 緊急 時避 難準 備区 域 ）  

・川内 村の 一部、田村 市（ 旧緊 急時 避 難準

平 成 26年 度か ら  

令 和 ４年 度相 当分  

全 額 免除  

令 和 ５年 度相 当分  半 額 免除  

令 和 ６ 年 度 相 当 分

以 降  

減 免 なし  



 

備 区 域及 び旧 避難 指示 解 除準 備区 域）  

・ 特 定避 難勧 奨地 点  

【 平 成 27年ま でに 避難 指 示区 域等 の指 定

が 解 除さ れた 地域 】  

・楢 葉町 の 残り 全域（ 旧 避難 指 示解 除準備

区 域 ）  

平 成 26年 度か ら  

令 和 ５年 度相 当分  

全 額 免除  

令 和 ６年 度相 当分  半 額 免除  

令 和 ７ 年 度 相 当 分

以 降  

減 免 なし  

【 平 成 28年ま でに 避難 指 示区 域等 の指 定

が 解 除さ れた 地域 】  

・葛尾 村の 一部、南相 馬 市の 一部（ 旧 避難

指 示 解除 準備 区域 及び 旧 居住 制限 区域 ）  

・ 川 内村 の残 り全 域（ 旧 居住 制限 区域 ）  

平 成 26年 度か ら  

令 和 ６年 度相 当分  

全 額 免除  

令 和 ７年 度相 当分  半 額 免除  

令 和 ８ 年 度 相 当 分

以 降  

減 免 なし  

【 平 成 29年ま でに 避難 指 示区 域等 の指 定

が 解 除さ れた 地域 】  

・飯舘村の一部、浪江町の一部、川俣

町、富岡町の一部（旧避難指示解除準

備区域及び旧居住制限区域）  

平 成 26年 度か ら  

令 和 ７年 度相 当分  

全 額 免除  

令 和 ８年 度相 当分  半 額 免除  

令 和 ９ 年 度 相 当 分

以 降  

減 免 なし  

 

 

附  則  

（ 施 行期 日）  

こ の 基準 は、平成 26年 ８ 月 21日か ら施 行し 、平 成 26年 ４月 １日 か ら適 用す る。  

 

附  則  

（ 施 行期 日）  

改 正 後の 規定 は、 平成 27年６ 月 10日か ら施 行 し、 平成 27年 ４月 １ 日か ら適 用

す る 。 平 成 26年 度 以 前 の 保 険 料 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る も の と す る 。 

 

附  則  

（ 施 行期 日）  



 

改 正 後の 規定 は、 平成 28年４ 月１ 日か ら施 行 する 。平 成 27年度 以 前の 保険 料

に つ いて は、 なお 従前 の 例に よる もの とす る 。  

 

附  則  

（ 施 行期 日）  

改 正 後の 規定 は、 平成 29年４ 月１ 日か ら施 行 する 。平 成 28年度 以 前の 保険 料

に つ いて は、 なお 従前 の 例に よる もの とす る 。  

 

附  則  

（ 施 行期 日）  

改 正 後の 規定 は、 平成 30年４ 月１ 日か ら施 行 する 。平 成 29年度 以 前の 保険 料

に つ いて は、 なお 従前 の 例に よる もの とす る 。  

 

附  則  

（ 施 行期 日）  

改 正 後の 規定 は、 平成 31年４ 月１ 日か ら施 行 する 。平 成 30年度 以 前の 保険 料

に つ いて は、 なお 従前 の 例に よる もの とす る 。  

 

附  則  

（ 施 行期 日）  

改 正 後の 規定 は、 令和 ２ 年４ 月１ 日か ら施 行 する 。令 和元 年度 以 前の 保険 料

に つ いて は、 なお 従前 の 例に よる もの とす る 。  

 

附  則  

（ 施 行期 日）  

改 正 後の 規定 は、 令和 ３ 年４ 月１ 日か ら施 行 する 。令 和２ 年度 以 前の 保険 料

に つ いて は、 なお 従前 の 例に よる もの とす る 。  

 

附  則  

（ 施 行期 日）  



 

改 正 後の 規定 は、 令和 ４ 年４ 月１ 日か ら施 行 する 。令 和３ 年度 以 前の 保険 料

に つ いて は、 なお 従前 の 例に よる も の とす る 。  

 

附  則  

（ 施 行期 日）  

改 正 後の 規定 は、 令和 ５ 年４ 月１ 日か ら施 行 する 。令 和４ 年度 以 前の 保険 料

に つ いて は、 なお 従前 の 例に よる もの とす る 。  

 

附  則  

（ 施 行期 日）  

改 正 後の 規定 は、 令和 ６ 年４ 月１ 日か ら施 行 する 。令 和５ 年度 以 前の 保険 料

に つ いて は、 なお 従前 の 例に よる もの とす る 。  

 

附  則  

（ 施 行期 日）  

改 正 後の 規定 は、 令和 ７ 年４ 月１ 日か ら施 行 する 。令 和６ 年度 以 前の 保険 料

に つ いて は、 なお 従前 の 例に よる もの とす る 。  

 

附  則  

（ 施 行期 日）  

改 正 後の 規定 は、 令和 ８ 年４ 月１ 日か ら施 行 する 。令 和７ 年度 以 前の 保険 料

に つ いて は、 なお 従前 の 例に よる もの とす る 。  

 

 


